
相模原市

協働事業提案制度

～相模原市とまちづくり、してみませんか～

次のような事業が対象です。
◎５人以上の会員で構成され、１年以上の活動実績が
ある団体が行う事業

◎営利を目的とせず、地域や社会の課題解決につながる
公益的な事業

◎団体と行政が課題認識や目的を共有することができ
役割分担して進めることで相乗効果を見込める事業

市民提案型協働事業の提案を希望される方は、必ず事前相談の
手続きが必要です。
◎令和８年度開始事業の提案を希望される方は、

４月２５日(金)までに事前相談シートをご提出ください。
◎令和９年度以降開始事業についても随時相談を受け付けています。

自分のアイデア
を形にしたい！

さがみはらを
もっといい街
にしたい！

みんなの悩み
のタネを解決
したい！

～令和７年度募集要領～
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協働事業提案制度は補助制度ではありません。
行政とともに、課題解決に取り組む制度です。

※補助制度

市民の自主的な活動について、市が公益上必要であると認めた場合に、資金的な支

援を行うもの

◎仕様作成⇒市民 ◎事業実施者⇒市民 ◎資金⇒市

※協働事業提案制度

市民からの事業提案を受け、市民と市で目的を共有した上で最も適切な手法を協議

し、事業の仕様を作成。それぞれの特性を生かし役割分担して実施するもの

◎仕様作成⇒市民と市の協議 ◎事業実施者⇒市民と市が役割分担

◎資金⇒市民と市で出し合う
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みんなが悩んでいる公共的課題を市民と行政が協働して解決する！

様々な人が暮らす地域には、福祉や環境、防犯、地域振興など多種多様な分野にわた

り、多くの市民の皆さんに関係する公共的課題があります。

協働事業提案制度は、こうした地域課題や社会的課題に対し、市民の皆さんの豊富な

資源（経験・知識・人材・情報など）を活かし、行政と協働（役割分担）することによって、効

果的に解決していくためのひとつの仕組みです。

協働事業提案制度では、市民の皆さんから事業提案をいただき、成案化・実施・評価・

検証の段階に至るまでのプロセスを、公開の原則の下に実施していきます。

市民活動団体にとってのメリット

○ 行政が持つ情報や知識を活用し、事業を実施することで、ノウハウの蓄積が可能にな

ります。また、制度活用推進団体のサポートが受けられます。

○ 行政との協働事業を実施することで、市民からの信頼を得られ、団体としての評価が

高まります。また、広報や会場の確保、費用などを行政と役割分担することで、事業の

実現性が高まるとともに、より効果的な事業が期待できます。

行政にとってのメリット

○ 多様化する市民ニーズに柔軟に対応した公共サービスの提供が可能になります。

○ 市民活動団体と協働することで、団体の活動方法や考え方を知ることができ、事業手

法の見直しや職員の意識改革の契機となります。

１ 協働事業提案制度とは？

◆◆ 制度活用推進団体とは？ ◆◆

相模原市では、協働事業提案制度を、公募により選考された「制度活用推進団体」との協働で

運営しています。制度活用推進団体は、提案の成案化・事業化を推進し、新たな協働事業の創出

を図るため、提案段階でアドバイスを行うほか、協働事業実施後もサポートをしていきます。

現在の制度活用推進団体は「NPO 法人市民フォーラムさがみはら」です。相談を希望される

場合は以下にご連絡ください。

・代表理事 畠山 昇 連絡先 090-1054-9208

・事務局長 中島 謙一 連絡先 042-776-2456

・団体ＨＰ https://www.facebook.com/NpoFaRensagami

２ 協働事業のメリットは？
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藤野地区で行っている里山体験ツアーを津久井地域の観光

資源を活用し、津久井全域に広げることで、津久井地域の活

性化及び観光を通じたさまざまな交流促進を図る事業

ピックアップ

協働事業①

津津久久井井里里山山体体験験ツツアアーー運運営営にによよるる
地地域域活活性性化化事事業業

一般社団法人藤野観光協会
＋

緑区役所区政策課

団体からこれから応募される方へ
事業の立上げで一番困ったことは人件費、その大部分を

行政に負担していただけたことは大変助かることでした。

事業のスタートアップにぜひ利用を検討して下さい。

実施年度 平成年度～令和年度

総事業費 万千円（初年度予算額）

【団体】

中山間地域の活性化は市の重点政策

の一つ、私たちが挑戦する里山体験ツ

アーは津久井地域の活性化につながる

具体的な取組み、この二つが見事にマ

ッチング。行政と民間とでできる新た

な可能性を感じることができました。

協働だから「よかった」こと

【行政】

緑区の中山間地域の人口減少への

対策や地域振興を推進するうえで、

連携・協働により、とても効果的な体

制で進めることができました。

特に難しい課題にきめ細やかに取り

組んでいただいたことで円滑な事業

展開ができました。

協働だから「苦労した」こと

【団体】

津久井地域には合併後も旧町の「独自

性」が残っており、それを取り払って協

力関係を築くことは、やはり大変なこ

とでした。結果的には各まちづくりセ

ンター等行政の支援で乗り越えられま

したが…。

【行政】

藤野観光協会の皆さんと、できるだ

け多くコミュニケーションを取り、情

報共有を図りたいと思っていました

が、藤野観光協会の皆さんに頼りす

ぎてしまったことを反省しています。

（苦労ではなく反省ですね。）

３ ピックアップ協働事業


